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告         示 

兵庫県告示第118号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第６項において準用する同法第87条第５項の規定により、次

の県営土地改良事業の計画を平成20年１月29日に変更したので、土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供す

る。 

この変更計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事

に対して異議申立てをすることができる。 

さらに、当該異議申立てに係る決定書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、神戸地方裁判所に

対し、兵庫県を被告として、当該決定の取消しの訴えを提起することができる。 

なお、この処分については、同法第87条の３第６項において準用する同法第87条第10項の定めにより、この

処分についての異議申立てに係る決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができる。 

  平成20年２月８日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

事  業  名 地  区  名 縦 覧 の 期 間 縦 覧 の 場 所 

経営体育成基盤整備事業 三 木 北 部 地 区 
平成20年２月８日から 

  同   月28日まで 
三 木 市 役 所 

 

 

兵庫県公報
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

5丁目10番1号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗）平成20年２月８日 金曜日  第 1951 号 
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兵庫県告示第119号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定により、県営土地改良事業（経営体育成基盤整

備事業）三木北部地区第14工区の換地計画を定めたので、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 

 なお、この計画については、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事に対して異議申

立てをすることができる。 

 また、異議申立てに係る決定に不服がある者は、兵庫県を被告として、決定があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、異議申立ての決定に対する取消しの訴えを提起することができる。 

 なお、この計画については、同法第89条の２第４項で準用する同法第87条第10項の定めによりこの計画につ

いての異議申立てに係る決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができる。 

  平成20年２月８日 

                     兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 縦覧に供する書類 

  換地計画書の写し 

２ 縦覧の期間 

  平成20年２月８日から同月28日まで 

３ 縦覧の場所 

  三木市役所 

 

兵庫県告示第120号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条の４において準用する同法第52条の２第１項の規定により、次の

市に係る換地計画認可申請については、適当と決定したので、次のとおり換地計画書の写しを縦覧に供する。 

 なお、この決定について不服がある場合には、縦覧期間の満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県

知事に対して異議の申出をすることができる。 

  平成20年２月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏  三 

市 の 名 称 地 区 名 縦 覧 の 期 間 縦 覧 の 場 所 

豊 岡 市 江 野 地 区 
平成20年２月８日から 

 同    月28日まで 
豊 岡 市 役 所 

 

 

兵庫県告示第121号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定をする。 

平成20年２月８日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 保安林の所在場所 

神崎郡神河町大山字間谷1180の１・字小谷1182の１から1182の３まで・1182の６の１・1182の６の３・1182

の８・1182の13（以上８筆について次の図に示す部分に限る。）、1182の４の１、1182の４の２、1182の５の

１、1182の５の２、1182の６の２、1182の７ 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

    字間谷1180の１・字小谷1182の１・1182の３・1182の５の１・1182の５の２・1182の６の１・1182の

６の２・1182の７・1182の８（以上９筆について次の図に示す部分に限る。） 

  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 
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  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2)  立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

   次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農林水産部農林水産局豊かな森

づくり課、中播磨県民局地域振興部姫路農林水産振興事務所及び神河町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第122号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成20年２月８日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成20年２月８日から２週間、西播磨県民局県土整備部龍野土木事務所において一般の縦

覧に供する。 

  平成20年２月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道  路  の  区  域 
道 路 の 種 類 

路 線 名 
区     間 旧新

敷地の幅員

（メートル） 

延 長 

（メートル） 
備考

旧 
7.0から 

8.0まで 
190.0 

国道 

１ ７ ９ 号 

たつの市龍野町字旭町131番１から 

同  市龍野町字柳原36番２まで 

新 
10.0から 

29.0まで 
190.0 

 

 

 

兵庫県告示第123号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 なお、その関係図書は、平成20年２月８日から淡路県民局県土整備部建築課において縦覧に供する。 

  平成20年２月８日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

(平成年月日) 
道 路 の 位 置 

幅 員 

（ﾒｰﾄﾙ） 

延 長 

（ﾒｰﾄﾙ）

第Ｈ19淡路位置 

0008号 
20.１.23  

洲本市千草字切石河向甲８番１の一部、同字

姫ヶ渕甲９番１の一部、９番２の一部、同字

野且田河原甲12番５の一部 

4.00 

4.33 

40.11 

12.00 

第Ｈ19淡路位置 

0010号 
20.１.23 

洲本市大野字庄田907番の一部、同字木戸内

918番の一部、同字壱ノ坪919番の一部 

6.0 

5.0 

67.5 

34.7 

 

公         告 

特定非営利活動法人の設立に係る認証の申請 

 特定非営利活動法人の設立代表者から設立に係る認証の申請があったので、特定非営利活動促進法（平成10

年法律第７号）第10条第２項及び県民ボランタリー活動の促進等に関する条例（平成10年兵庫県条例第39号）

第17条の規定により、兵庫県県民政策部地域協働局参画協働課、神戸県民局、阪神南県民局、阪神北県民局、

東播磨県民局、北播磨県民局、中播磨県民局、西播磨県民局、但馬県民局、淡路県民局及び丹波の森公苑にお

いて、関係書類を縦覧に供する。 

 なお、関係書類の縦覧期間は申請のあった年月日から２月間とする。 

  平成20年２月８日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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１(1) 申請のあった年月日 平成20年１月28日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 ＮＰＯ法人かすが之森 

  イ 代表者の氏名 山 中 昭 文 

   ウ 主たる事務所の所在地 丹波市柏原町柏原980番地６ 

    エ 定款に記載された目的 

      この法人は、働く場所を求めておられる中高年齢者を対象に、職業能力の開発・就業訓練の場を提供

することで、働くことの喜びや生き甲斐を感じていただくと共に、雇用に関する相談や情報提供により、

働く場を求める中高年齢者を支援し、職業能力の開発及び雇用機会の拡充に寄与することを目的とする。 

２(1) 申請のあった年月日 平成20年１月28日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

 ア 名称 ＮＰＯ法人ベースボールスピリッツ 

  イ 代表者の氏名 奥 村 幸 治 

  ウ 主たる事務所の所在地 宝塚市中筋山手７丁目１番２-104号 

    エ 定款に記載された目的 

      この法人は、子ども達を対象に、野球を通じて体力・技術の向上、健全な心身の育成、野球の振興を

図ると共に、幅広い世代や様々な地域の人たちが交流を深めることにより、地域社会を活性化し、笑顔

と活力あふれる社会の創造に寄与することを目的とする。 

 

   特定非営利活動法人の定款変更に係る認証の申請 

 特定非営利活動法人から定款変更に係る認証の申請があったので、特定非営利活動促進法（平成10年法律第

７号）第25条第５項において準用する同法第10条第２項及び県民ボランタリー活動の促進等に関する条例（平

成10年兵庫県条例第39号）第17条の規定により、兵庫県県民政策部地域協働局参画協働課、神戸県民局、阪神

南県民局、阪神北県民局、東播磨県民局、北播磨県民局、中播磨県民局、西播磨県民局、但馬県民局、淡路県

民局及び丹波の森公苑において、関係書類を縦覧に供する。 

 なお、関係書類の縦覧期間は申請のあった年月日から２月間とする。 

  平成20年２月８日 

                                 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１(1) 申請のあった年月日 平成20年１月28日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

   ア 名称 特定非営利活動法人沙羅－ＳＡＲＡ 

  イ 代表者の氏名 多 田 佳 子 

  ウ 主たる事務所の所在地 姫路市西今宿三丁目１番20-205号リベールシティ姫路ＷＥＳＴ 

   エ 定款に記載された目的 

      この法人は、障害者自立支援法・介護保険法に基づく事業、障がい児・者、高齢者等の生活支援及び

地域住民との交流促進事業を行うことにより、障がい児・者、高齢者の社会参画を促進し、これらの人

が生きがいを持ち、安心して暮らしていける地域福祉の構築に寄与することを目的とする。 

２(1) 申請のあった年月日 平成20年１月28日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人ユーディーエス神戸 

  イ 代表者の氏名 奥 野 起 己 

  ウ 主たる事務所の所在地 神戸市北区鈴蘭台南町５丁目７番３号 

    エ 定款に記載された目的 

     この法人は、一般市民に対して、ユニバーサルデザインスポーツの普及活動に関する事業を行い、市

民の老若男女障害をもたれた方のふれあいに寄与することを目的とする。 

３(1) 申請のあった年月日 平成20年１月28日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人神戸都市生活環境文化サービス 

  イ 代表者の氏名 木 﨑 一 憲 

  ウ 主たる事務所の所在地 神戸市長田区大橋町７丁目４番13号 
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   エ 定款に記載された目的 

      この法人は、地域に根ざした環境共生型まちづくりと生活を支える社会サービスを求める人のために、

居住地を住民の豊かな生活創造と生活支援サービスの場として維持・管理・運営することを支援すると

ともに、市民の主体的なとりくみによるコミュニティガーデンをはじめグリーンのネットワークづくり

など環境共生型まちづくりの普及・啓発をはかり、もって豊かな地域社会の創造と公共の福祉の増進に

寄与することを目的とする。 

病 院 局 公 告 

政府調達に関する協定に係るプロポーザルの募集公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるプロポーザルの募集を実施する。 

  平成20年２月８日 

兵庫県病院事業 契約担当者        

兵庫県病院事業管理者 黒 田   進  

１ 調達内容 

  (1) 調達物品及び数量 

   県立新加古川病院総合医療情報システム 一式 

  (2) 調達物品の特質等 

   調達物品の性能等に関し、契約担当者が募集要領で指定する特質等を有すること。 

  (3) 納入期限 

   平成21年３月31日（火） 

  (4) 納入場所 

      県立新加古川病院  加古川市神野町神野地内 

２ 参加資格 

 (1) 日本国内において、一般病床300床以上の病院における同等のシステム導入を受注し、納入した実績を有

する者であること。 

  (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく兵庫県の入札参加資格制限基準に

よる資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止を、本公告の日から企画提案書の受付期間の末日までの間にお

いて受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第 

225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

３ 参加手続き 

(1) 事務局 

   〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

         兵庫県病院局企画課 

          電話(078)341－7711 内線 3474、3475 

(2) 募集要領の配布 

  ア 配布期間 

    平成20年２月８日（金）から同月22日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の、毎日午前９

時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

イ 配布場所 

上記(1)に同じ 

(3) 参加表明書 

ア 提出方法 

所定の参加表明書様式により行うこととし、持参又は郵送とする。 

イ 受付期間 

 平成20年２月８日（金）から同月29日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の、毎日午前９

時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

郵送の場合は、平成20年２月29日（金）必着とする。 

ウ 提出場所 

上記(1)に同じ 

(4) 質問及び回答 

ア 質問方法 

質問については、所定の質問書様式により行うこととし、持参又は郵送とする。 

イ 受付期間 

     平成20年２月12日（火）から同月22日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の、毎日午前９時から

午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 
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郵送の場合は、平成20年２月22日（金）必着とする。 

ウ 回答方法 

     平成20年２月25日（月）から同月29日（金）までの、毎日午前９時から午後４時まで（正午から午後

１時までを除く。）の間に、閲覧方式により行う。 

エ 質問様式提出場所及び回答閲覧場所 

     上記(1)に同じ 

(5) 企画提案書 

ア 提出方法 

持参又は郵送とする。 

イ 受付期間 

  平成20年３月３日（月）から同月21日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の、毎日午前

９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

郵送の場合は、平成20年３月21日（金）必着とする。 

ウ 提出場所 

  上記(1)に同じ 

エ 提出書類 

① 企画提案書           12部 

② 企画提案書要約版        12部 

③ その他、募集要領に定めるもの 

４ 当選者の選考、決定及び通知の方法 

(1) 選考方法 

選考は、「県立新加古川病院総合医療情報システムプロポーザル審査委員会」（以下「委員会」という。）

において行う。 

(2) 決定方法 

   委員会の選考結果に基づき、当選者を決定する。 

(3) 当選者の通知 

当選者の名称は、参加者全員に対して文書で通知する。 

(4) 当選後の取り扱い 

当選者は、「県立新加古川病院総合医療情報システムの調達契約」の契約予定者となる。 

５ その他 

(1) 書類作成において使用する言語及び通貨 

     日本語及び日本国通貨 

(2) 留意事項 

ア 提出書類の著作権は、参加者に帰属する。 

イ 提出書類は、非公開とする。 

ウ 提出書類は、返却しない。 

エ 提出書類について、この書面及び所定の様式に適合しない場合は、無効とすることがある。 

オ 提出書類に虚偽の記載をした場合には、提出された提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした

者に対して、指名停止の措置を行うことがある。 

カ 原則として、書類提出後の記載内容の変更は認めない。 

(3) 参加に要する費用 

本プロポーザルに要する費用は、参加者の負担とする。 

(4) 詳細は、募集要領による。 

６ Summary for the Notice of Forthcoming Competition  

(1) Name and title of head of the procuring entity： 

   Susumu Kuroda,Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency 

(2) Nature and quantity of the service(s) to be required： 

Proposals for Medical total information system 

(3) The acceptance period for the submission of proposals： 

From 9:00am to 4:00pm every weekday from Monday,March 3 through Friday,March 21,2008 

(4) Contact point for the notice： 

Policy Planning Division,Prefectural Hospitals Agency,Hyogo Prefecture 

5-10-1 Shimoyamate-dori,Chuo-ku,Kobe,Hyogo Prefecture 650-8567 

TEL (078)341-7711 extension 3474,3475 

 

     入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成20年２月８日 
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兵庫県病院事業 契約担当者  

兵庫県立尼崎病院長 藤 原 久 義  

１ 調達内容 

 (1) 調達件名及び数量 

   県立尼崎病院施設の清掃業務 一式 

 (2) 調達案件の仕様等 

   入札説明書による 

 (3) 履行期間 

   平成20年４月１日から平成21年３月31日まで 

 (4)  履行場所 

   県立尼崎病院 尼崎市東大物町１－１－１ 

 (5)  入札方法 

   落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった年間契約金額の105分の100に相当する金額を記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1)  物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

たものであること。 

(2)  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準によ

る資格制限を受けていない者であること。 

(3)  県の指名停止基準に基づく指名停止を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申

込書」という。）の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。 

 (4)  会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5)  上記(1)の名簿において、希望業種が「清掃」に登録されている者であること。 

 (6)  医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に規定する病院施設の清掃業務を適正に行う能

力及び入札説明書で定める仕様書の内容を履行する能力があることを証明できる者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1)  申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

   〒660-0828 尼崎市東大物町１－１－１ 

         県立尼崎病院総務部経理課 

電話（06）6482－1521 

 (2)  申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

   平成20年２月８日（金）から同月22日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   毎日午前９時から午後４時まで 

 (3)  入札・開札の日時及び場所 

   平成20年３月25日（火） 午後２時 県立尼崎病院第２・３会議室 

 (4)  入札書の受領期限 

     上記(3)の開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、平成

20年３月24日（月）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

(1)  契約手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2)  入札保証金 

   入札参加のため必要な入札保証金は、年間の契約希望金額（入札書記載金額の100分の105の金額）の100

分の５以上とし、入札説明書で定める方法により納付すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者

とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて平成20年３月24日（月）午後

４時までに提出すること。 
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 (3)  契約保証金 

     落札者に必要となる契約保証金は、年間の契約金額の100分の10以上とし、入札説明書で定める方法によ

り納付すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、そ

の保険証書を契約保証金に代えて契約締結日までに提出すること。 

 (4)  入札者に求められる義務 

  ア 入札説明書で要求された特定役務を履行できることを証明する書類を申込書に添付して指定の期間内

に提出し、契約担当者による一般競争入札参加資格及び履行能力の確認を受けること。 

    イ 契約担当者から開札日の前日までの間において提出書類に関して説明を求められた場合は、それに速

やかに応じること。 

 (5)  入札に関する条件 

  ア 入札書は、所定の日時及び場所に持参し、又は郵送すること。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに提出されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成20年４月１日（火））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

    エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

    特に、この入札書については、「この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に

係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。」旨が付記されているこ

と。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

  ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

(ｱ)  初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ)  初度の入札において、アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうちア、エ、又はオに違

反し無効となったもの以外の者 

  サ この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能であること。 

 (6)  入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7)  契約書作成の要否 

   要作成 

 (8)  落札者の決定方法 

     本公告及び入札説明書に示した一般競争入札参加資格及び履行能力があると確認された者であって、病

院局会計規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

 (9)  その他 

   詳細は入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1)  Name and title of head of the procuring entity: 

   Dr.Fujiwara, Director of Hyogo prefectural Amagasaki Hospital 

 (2)  Nature and quantity of the services to be required: 

      Hyogo prefectural Amagasaki Hospital buildings cleaning service 1 set 

 (3)  Contact fulfillment period:From April 1,2008 through March 31,2009 

 (4)  Location:Hyogo prefectural Amagasaki Hospital buildings 

 (5)  Deadline for indicating will to participate in the tendering procedures: 
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      16:00 February 22,2008 

 (6)  Deadline for tender:17:00 March 24,2008 by mail 

                          14:00 March 25,2008 by direct delivery 

 (7)  Contact point for the notice: 

      Accounting Division,Hyogo prefectural Amagasaki Hospital, 

      1-1-1,Higashidaimotsu-cho,Amagasaki-city,Hyogo prefecture 660-0828 

      TEL（06）6482-1521 

 

     入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成20年２月８日 

兵庫県病院事業 契約担当者  

兵庫県立淡路病院長 横 山 光 宏 

１ 調達内容 

 (1)  調達件名及び数量 

   県立淡路病院施設の清掃業務 一式 

 (2)  調達案件の仕様等 

   入札説明書による 

 (3)  履行期間 

   平成20年４月１日から平成21年３月31日まで 

 (4)  履行場所 

   県立淡路病院 洲本市下加茂１－６－６ 

 (5) 入札方法 

   落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった年間契約金額の105分の100に相当する金額を記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1)  物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名

簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定

されたものであること。 

(2)  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3)  県の指名停止基準に基づく指名停止を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申

込書」という。）の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。 

(4)  会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5)  上記(1)の名簿において、希望業種が「清掃」に登録されている者であること。 

(6)  医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に規定する病院施設の清掃業務を適正に行う能 

力及び入札説明書で定める仕様書の内容を履行する能力があることを証明できる者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1)  申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

   〒656-0013 洲本市下加茂１－６－６ 

         県立淡路病院総務部経理課 

電話（0799）22－1200 

 (2)  申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

   平成20年２月８日（金）から同月22日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   毎日午前９時から午後４時まで 

 (3) 入札・開札の日時及び場所 

   平成20年３月25日（火） 午後１時 県立淡路病院３階会議室 
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 (4) 入札書の受領期限 

    上記(3)の開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、平成

20年３月24日（月）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2)  入札保証金 

     入札参加のため必要な入札保証金は、年間の契約希望金額（入札書記載金額の100分の105の金額）の100

分の５以上とし、入札説明書で定める方法により納付すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者

とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて平成20年３月24日（月）午後

５時までに提出すること。 

 (3)  契約保証金 

     落札者に必要となる契約保証金は、年間の契約金額の100分の10以上とし、入札説明書で定める方法によ

り納付すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、そ

の保険証書を契約保証金に代えて契約締結日までに提出すること。 

 (4)  入札者に求められる義務 

    ア 入札説明書で要求された特定役務を履行できることを証明する書類を申込書に添付して指定の期間内

に提出し、契約担当者による一般競争入札参加資格及び履行能力の確認を受けること。 

    イ 契約担当者から開札日の前日までの間において提出書類に関して説明を求められた場合は、それに速

やかに応じること。 

 (5)  入札に関する条件 

  ア 入札書は、所定の日時及び場所に持参し、又は郵送すること。 

    イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに提出されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成20年４月１日（火））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

    特に、この入札書については、「この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に

係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。」旨が付記されているこ

と。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

  ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうちア、エ、又はオに違

反し無効となったもの以外の者 

  サ この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能であること。 

 (6)  入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7)  契約書作成の要否 

   要作成 

 (8)  落札者の決定方法 

   本公告及び入札説明書に示した一般競争入札参加資格及び履行能力があると確認された者であって、病

院局会計規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制
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限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

 (9)  その他 

   詳細は入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1)  Name and title of head of the procuring entity: 

   Dr.Yokoyama,Director of Hyogo prefectural Awaji Hospital 

 (2)  Nature and quantity of the services to be required: 

      Hyogo prefectural Awaji Hospital buildings cleaning service 1 set 

 (3)  Contact fulfillment period:From April 1,2008 through March 31,2009 

 (4)  Location:Hyogo prefectural Awaji Hospital buildings 

 (5)  Deadline for indicating will to participate in the tendering procedures: 

      16:00 February 22,2008 

 (6)  Deadline for tender:17:00 March 24,2008 by mail 

                          13:00 March 25,2008 by direct delivery 

 (7)  Contact point for the notice: 

      Accounting Division,Hyogo prefectural Awaji Hospital, 

      1-6-6,Shimokamo,Sumoto-city,Hyogo prefecture 656-0013 

      TEL（0799）22-1200 

 

     入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成20年２月８日 

兵庫県病院事業 契約担当者         

兵庫県立こども病院長 中 村   肇  

１ 調達内容 

 (1)  調達件名及び数量 

   県立こども病院施設の清掃業務 一式 

 (2)  調達案件の仕様等 

   入札説明書による 

 (3)  履行期間 

   平成20年４月１日から平成21年３月31日まで 

 (4)  履行場所 

   県立こども病院 神戸市須磨区高倉台１－１－１ 

 (5)  入札方法 

   落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった年間契約金額の105分の100に相当する金額を記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1)  物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

たものであること。 

(2)  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準によ

る資格制限を受けていない者であること。 

(3)  県の指名停止基準に基づく指名停止を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申

込書」という。）の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。 

   (4)  会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5)  上記(1)の名簿において、希望業種が「清掃」に登録されている者であること。 

   (6)  医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に規定する病院施設の清掃業務を適正に行う能
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力及び入札説明書で定める仕様書の内容を履行する能力があることを証明できる者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1)  申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

   〒654-0081 神戸市須磨区高倉台１－１－１ 

         県立こども病院総務部経理課 

電話（078）732－6961 

 (2)  申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

   平成20年２月８日（金）から同月22日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   毎日午前９時から午後４時まで 

 (3)  入札・開札の日時及び場所 

   平成20年３月25日（火） 午前10時 県立こども病院周産期医療センター研修室Ａ･Ｂ 

 (4)  入札書の受領期限 

     上記(3)の開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、平成

20年３月24日（月）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

(1)  契約手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2)  入札保証金 

     入札参加のため必要な入札保証金は、年間の契約希望金額（入札書記載金額の100分の105の金額）の100

分の５以上とし、入札説明書で定める方法により納付すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者

とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて平成20年３月24日（月）午後

４時までに提出すること。 

 (3)  契約保証金 

   落札者に必要となる契約保証金は、年間の契約金額の100分の10以上とし、入札説明書で定める方法によ

り納付すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、そ

の保険証書を契約保証金に代えて契約締結日までに提出すること。 

 (4)  入札者に求められる義務 

  ア 入札説明書で要求された特定役務を履行できることを証明する書類を申込書に添付して指定の期間内

に提出し、契約担当者による一般競争入札参加資格及び履行能力の確認を受けること。 

  イ 契約担当者から開札日の前日までの間において提出書類に関して説明を求められた場合は、それに速

やかに応じること。 

 (5)  入札に関する条件 

  ア 入札書は、所定の日時及び場所に持参し、又は郵送すること。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに提出されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成20年４月１日（火））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

      特に、この入札書については、「この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に

係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。」旨が付記されているこ

と。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

  ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

(ｱ)  初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうちア、エ、又はオに違
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反し無効となったもの以外の者 

  サ この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能であること。 

 (6)  入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7)  契約書作成の要否 

   要作成 

 (8)  落札者の決定方法 

     本公告及び入札説明書に示した一般競争入札参加資格及び履行能力があると確認された者であって、病

院局会計規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

 (9)  その他 

   詳細は入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1)  Name and title of head of the procuring entity: 

   Dr.Nakamura,Director of Hyogo prefectural Kobe Children’s Hospital 

 (2)  Nature and quantity of the services to be required: 

      Hyogo prefectural Kobe Children’s Hospital buildings cleaning service 1 set 

 (3)  Contact fulfillment period:From April 1,2008 through March 31,2009 

 (4)  Location:Hyogo prefectural Kobe Children’s Hospital buildings 

 (5)  Deadline for indicating will to participate in the tendering procedures: 

      16:00 February 22,2008 

 (6)  Deadline for tender:17:00 March 24,2008 by mail 

                          10:00 March 25,2008 by direct delivery 

 (7)  Contact point for the notice: 

      Accounting Division,Hyogo prefectural Kobe Children’s Hospital, 

      1-1-1,Takakura-dai,Suma-Ku,Kobe-city,Hyogo prefecture 654-0081 

      TEL（078）732-6961 

 

     入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成20年２月８日 

兵庫県病院事業 契約担当者           

兵庫県立がんセンター院長 前 田    盛  

１ 調達内容 

 (1)  調達件名及び数量 

   県立がんセンター施設の清掃業務 一式 

 (2)  調達案件の仕様等 

   入札説明書による 

 (3)  履行期間 

   平成20年４月１日から平成21年３月31日まで 

 (4)  履行場所 

   県立がんセンター 明石市北王子町13－70 

 (5)  入札方法 

   落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった年間契約金額の105分の100に相当する金額を記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1)  物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
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に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

たものであること。 

(2)  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3)  県の指名停止基準に基づく指名停止を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申

込書」という。）の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。 

 (4)  会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5)  上記(1)の名簿において、希望業種が「清掃」に登録されている者であること。 

 (6) 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に規定する病院施設の清掃業務を適正に行う能

力及び入札説明書で定める仕様書の内容を履行する能力があることを証明できる者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1)  申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

   〒673-8558 明石市北王子町13－70 

         県立がんセンター総務部経理課 

電話（078）929－1151 

 (2)  申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

   平成20年２月８日（金）から同月22日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   毎日午前９時から午後４時まで 

 (3)  入札・開札の日時及び場所 

   平成20年３月25日（火） 午後２時 県立がんセンター２階大会議室 

 (4)  入札書の受領期限 

   上記(3)の開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、平成

20年３月24日（月）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

(1)  契約手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2)  入札保証金 

      入札参加のため必要な入札保証金は、年間の契約希望金額（入札書記載金額の100分の105の金額）の100

分の５以上とし、入札説明書で定める方法により納付すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者

とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて平成20年３月24日（月）午後

４時までに提出すること。 

 (3)  契約保証金 

   落札者に必要となる契約保証金は、年間の契約金額の100分の10以上とし、入札説明書で定める方法によ

り納付すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、そ

の保険証書を契約保証金に代えて契約締結日までに提出すること。 

 (4)  入札者に求められる義務 

  ア 入札説明書で要求された特定役務を履行できることを証明する書類を申込書に添付して指定の期間内

に提出し、契約担当者による一般競争入札参加資格及び履行能力の確認を受けること。 

  イ 契約担当者から開札日の前日までの間において提出書類に関して説明を求められた場合は、それに速

やかに応じること。 

 (5)  入札に関する条件 

  ア 入札書は、所定の日時及び場所に持参し、又は郵送すること。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに提出されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成20年４月１日（火））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 
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    特に、この入札書については、「この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に

係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。」旨が付記されていること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

  ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうちア、エ、又はオに違

反し無効となったもの以外の者 

  サ この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能であること。 

 (6)  入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7)  契約書作成の要否 

   要作成 

 (8)  落札者の決定方法 

   本公告及び入札説明書に示した一般競争入札参加資格及び履行能力があると確認された者であって、病

院局会計規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

 (9)  その他 

   詳細は入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1)  Name and title of head of the procuring entity: 

   Dr.Maeda,Director of Hyogo Cancer Center 

 (2)  Nature and quantity of the services to be required: 

      Hyogo Cancer center buildings cleaning service 1 set 

 (3)  Contact fulfillment period:From April 1,2008 through March 31,2009 

 (4)  Location:Hyogo Cancer center buildings 

 (5)  Deadline for indicating will to participate in the tendering procedures: 

      16:00 February 22,2008 

 (6)  Deadline for tender:17:00 March 24,2008 by mail 

                          14:00 March 25,2008 by direct delivery 

 (7)  Contact point for the notice: 

      Accounting Division,Hyogo Cancer Center, 

      13-70,Kitaoji-cho,Akashi-city,Hyogo prefecture 673-8558 

      TEL（078）929-1151 

選 挙 管 理 委 員 会 告 示 

兵庫県選挙管理委員会告示第１号 

 公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４項第２号並びに地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）第106条、第114条、第117条及び第184条並びに漁業法施行令（昭和25年政令第30号）第９条並

びに農業委員会等に関する法律施行令（昭和26年政令第78号）第６条において準用する公職選挙法施行令第55

条第２項及び第４項第２号（最高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭和23年政令第122号）第14条において衆議

院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による場合を含む。）の規定により、不在者投票のできる施設の指定が

あったので、平成13年兵庫県選挙管理委員会告示第27号（不在者投票のできる施設の指定）の一部を次のよう

に改正する。 
  平成20年２月８日 

兵庫県選挙管理委員会     
委員長 村 上 寿 浩  
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２ 老人ホームの表明石市の項中、 

「 

 社会福祉法人 明石恵泉福祉会 恵

泉第３特別養護老人ホーム 
同 市大久保町大窪2820 

」 

を 

「 

 
社会福祉法人 明石恵泉福祉会 恵

泉第３特別養護老人ホーム 
同 市大久保町大窪2820 

 
社会福祉法人 誠和会 特別養護老

人ホーム うおずみ 
同 市魚住町金ヶ崎1609－９ 

」 

に改める。 

警 察 本 部 公 告 

入札公告 

 次のとおり一般競争入札に付す。 
  平成20年２月８日  

契約担当者 

兵庫県警察本部長 太 田 裕 之  
１ 委託内容 
(1) 業務件名 
兵庫県芦屋警察署庁舎等清掃委託 

(2) 仕様 

契約担当者が示す仕様書のとおり 

(3) 履行期間 

   平成20年４月１日から平成22年３月31日 

(4) 履行場所 
   兵庫県芦屋警察署庁舎 他11箇所 
(5) 入札方法 

上記(1)の業務について入札に付する。 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名

簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定さ

れた者であること。 
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 
(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申

込書」という。）の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。 
(4) 県の指名停止基準に基づく暴力団又は暴力団関連企業でないこと。 
(5) 入札に参加しようとする者の間に、以下のいずれかに該当する関係がないこと。 

  ア 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は更正手続き

が存続中の会社である場合は除く。 

(ｱ) 親会社と子会社の関係にあるもの 

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 
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イ 人的関係 

    以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｱ)については、会社の一方が更正会社又は更正手続

きが存続中の会社である場合は除く。 

(ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

(6) 会社更生法（昭和27年法律第172号）に基づく更生手続開始の申立て、和議法（大正11年法律第72号）に

基づく和議開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていない者であること。 

(7) 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)に基づき、清掃業又は総合管

理業の登録をしているもの。ただし、契約年度途中に上記登録の登録有効期限が切れる場合は、申込者に

おいて必要となる登録更新手続きを執ることを条件とする。 

(8) 一契約の請負床面積が3,000㎡以上となる同種の清掃業務を過去３年間に12か月以上継続した実績があ

る者であること。 

(9) 県内に本店、支店、営業所等があり、日常清掃において指定する時間までに、庁舎に従業員を派遣する

ことができること。  

３ 申込書・入札書の提出等 
(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 
   〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 田中 
         電話（078）341-7441  内線 2257 
 (2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 
   平成20年２月８日（金）から同月22日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   毎日午前10時から午後５時まで（正午から午後０時45分までを除く。） 
  (3) 入札・開札の日時及び場所 
   平成20年３月14日（金）午前10時00分 兵庫県警察本部 別館８階会議室 
(4) 入札書の提出期限 
     (3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、 

平成20年３月13日（木）午後５時までに(1)の場所に必着のこと。 
４ その他 

(1)  契約手続において使用する言語及び通貨 
日本語及び日本国通貨  

(2)  入札保証金  
    契約希望金額（消費税及び地方消費税相当額を加算した金額）の100分の５以上の額の入札保証金を平成

20年３月12日（水）午後１時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部

長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出するこ

と。 
(3)  契約保証金 
    契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察

本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出す

ること。 

(4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した委託業務を履行できることを証明する資料

等を平成20年２月22日（金）までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(5)  入札に関する条件 

ア 入札書は、所定の日時及び場所に持参又は郵送すること。 
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されてい

ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日
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（平成20年４月１日）まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 
  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 
  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 
ク 入札金額は、上記１(1)の業務の２年間の委託料（消費税及び地方消費税相当額を含まない。）を記

載すること。 
  ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 
コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 
(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 
(ｲ)  初度の入札において、アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違

反し無効となった者以外の者 

(6)  入札の無効 

       本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

(7)  契約書作成の要否 

要作成 

(8)  落札者の決定方法 

入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

(9)  その他 

詳細は、入札説明書による。 

 

入札公告 

 次のとおり一般競争入札に付す。 
  平成20年２月８日  

契約担当者               

兵庫県警察本部長 太 田 裕 之  
１ 委託内容 
(1) 業務件名 
   兵庫県灘警察署庁舎等清掃委託 

(2) 仕様 

契約担当者が示す仕様書のとおり 

(3) 履行期間 

   平成20年４月１日から平成22年３月31日 

(4) 履行場所 
   兵庫県灘警察署庁舎 他９箇所 
(5) 入札方法 

   上記(1)の業務について入札に付する。 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名 

簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定さ
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れた者であること。 
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 
(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申

込書」という。）の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。 
(4) 県の指名停止基準に基づく暴力団又は暴力団関連企業でないこと。 

(5) 入札に参加しようとする者の間に、以下のいずれかに該当する関係がないこと。 

ア 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は更正手続き 

が存続中の会社である場合は除く。 

(ｱ) 親会社と子会社の関係にあるもの 

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｱ)については、会社の一方が更正会社又は更正手続

きが存続中の会社である場合は除く。 

(ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

(6) 会社更生法（昭和27年法律第172号）に基づく更生手続開始の申立て、和議法（大正11年法律第72号）に

基づく和議開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていない者であること。 

(7) 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)に基づき、清掃業又は総合管

理業の登録をしているもの。ただし、契約年度途中に上記登録の登録有効期限が切れる場合は、申込者に

おいて必要となる登録更新手続きを執ることを条件とする。 

(8) 一契約の請負床面積が3,000㎡以上となる同種の清掃業務を過去３年間に12か月以上継続した実績があ

る者であること。 

(9) 県内に本店、支店、営業所等があり、日常清掃において指定する時間までに、庁舎に従業員を派遣する

ことができること。  

３ 申込書・入札書の提出等 
(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 
    〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 田中 
          電話（078）341-7441 内線 2257 
(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 
   平成20年２月８日（金）から同月22日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   毎日午前10時から午後５時まで（正午から午後０時45分までを除く。） 
  (3) 入札・開札の日時及び場所 
   平成20年３月14日（金）午前10時30分 兵庫県警察本部 別館８階会議室 
(4) 入札書の提出期限 
     (3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、 平 

成20年３月13日（木）午後５時までに(1)の場所に必着のこと。 
４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 
  日本語及び日本国通貨  

(2)  入札保証金  
契約希望金額（消費税及び地方消費税相当額を加算した金額）の100分の５以上の額の入札保証金を平成

20年３月12日（水）午後１時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部

長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 
(3)  契約保証金 
   契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察
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本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出す

ること。 

(4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した委託業務を履行できることを証明する資料

等を平成20年２月22日（金）までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(5)  入札に関する条件 

ア 入札書は、所定の日時及び場所に持参又は郵送すること。 
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されてい

ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日

（平成20年４月１日）まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 
  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 
  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 
ク 入札金額は、上記１(1)の業務の２年間の委託料（消費税及び地方消費税相当額を含まない。）を記

載すること。 
  ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 
  コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 
(ｲ) 初度の入札において、アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違

反し無効となった者以外の者 
(6)  入札の無効 
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

(7)  契約書作成の要否 

要作成      

(8)  落札者の決定方法 

入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

(9)  その他 

詳細は、入札説明書による。 
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